
新たな電子申請・届出システムの導入及び運用保守業務委託 

業務説明資料 

 

本説明書に記載した内容には、現在検討中のものも含まれるため、本プロポーザルのみの設定

条件とし、将来の業務実施の条件となるものではありません。 

 

１ 件名 
新たな電子申請・届出システムの導入及び運用保守業務委託 

 

２ 履行期限 

契約締結日から令和４年３月 31 日まで 

（システムの運用は令和３年 12月からを予定） 

なお、本件業務委託完了後、令和４年度からのサービス運用保守業務（以下、運用保守業務

という。）に関する契約を締結する予定である。 

 

３ 履行場所 

総務局行政改革推進部ＩＣＴ基盤管理課他 

 

４ 業務目的 

本市の行政手続オンライン化を推進するために、現行の電子申請・届出システム（以下、現

行システムという。）の機能に加えて、本人確認（マイナンバーカード等の電子証明書による認

証・署名等）や手数料納付（クレジットカード等による決済）などの、必要な機能を拡大した

システムを新たに調達します。また、今後の申請件数増加への対応、スマートフォンへの対応、

利用者の利便性の向上、職員の業務効率化に資する機能の提供など、現行システムにおける改

善も併せて実施します。 

本業務委託は、現行システムから、より市民サービス向上及び業務効率化に寄与するととも

に、適切なセキュリティ対策を講じた、安全性・信頼性・利便性・拡張性の高い、新たな電子申

請・届出システム（以下、次期システムという。）とすることを目的とします。 

 

５ 業務範囲 

本委託業務では、現行システムから次期システムへの円滑な移行に係る次の業務を実施しま

す。 

(1) プロジェクト管理 

(2) 要件定義 

(3) 導入準備 

(4) データ移行及び支援 

(5) 機能開発及びテスト 

(6) 操作研修 

(7) システム運用 

(8) その他付随する作業 



 

６ 業務内容 

(1) 電子申請・届出システムの概要 

電子申請・届出システムは、申請や届出などの行政手続きを、インターネットを利用してパ

ソコンやスマートフォンを使って行えるようにするシステムです。住民・企業がシステムを通

して電子的に申請等を行うための市民側利用者機能、申請等を受け付けできる手続様式を開発

し、受け付けた申請等を処理する職員側機能等を備えます。 

(2) 次期システムの方針 

ア 本人確認（マイナンバーカード等の電子証明書による認証・署名等）の機能を持つこと。 

イ 手数料等の納付方法として、少なくともクレジットカードによる決済に対応しており、電

子マネー等による決済など、多様な決済手段に対応可能な拡張性を備えたシステムであるこ

と。 

ウ 電子申請・届出をパソコン、スマートフォンなど、多くの市民が使用するインターネット

端末で行えること。 

エ 将来的な利用想定量（10,000手続、10,000,000件／年の申請等）以上を処理できる、また

は拡張可能なシステムであること。 

オ 申請する手続きや入力項目が最小限にできる、申請途中での一時保存や過去の入力データ

の再利用、入力内容のチェックが可能など、ユーザビリティに優れ、市民サービス向上に資

するものであること。 

カ 申請様式や入力項目の設計、市民の入力フローやチェック項目の設計など、手続の作成に

おいて、GUIによる使いやすい設計画面で、職員の負担軽減が図れるものであること。 

キ 他の業務システムと連携するワークフローシステムを備える、もしくはそうしたシステム

とのデータ連携が可能な拡張性を備えるなど、職員の業務効率化に寄与するものであること。 

ク 高い可用性及び堅牢なセキュリティを確保したシステムであること。 

(3) 移行業務内容 

ア システムの基本導入作業 

イ カスタマイズ機能の開発作業 

ウ 現行システムからのデータ移行及び移行支援作業 

エ 職員研修 

(4) 運用保守業務内容 

ア 基本サービス提供 

イ 利用者支援（Webフォーム、メール及び電話による問合せを行うサポートセンター等） 

ウ 職員支援（定期的な組織・ユーザ情報の変更及び資産の移動） 

エ 職員研修 

 

７ スケジュール（予定） 

(1) サービス導入作業 

   令和３年９月から令和３年 12月まで 

(2) サービス正式運用（運用保守業務開始）、手続移行、職員研修 

   令和３年 12月から令和４年３月まで 



(3) 運用、職員研修、手続順次拡大 

  令和４年４月から 

 

８ システムの仕様について 

本委託業務において、移行先のシステムが備えるべき仕様については、別添の基本仕様書を

参照してください。 

本業務委託において、別途横浜市の費用負担が必要な内容・項目がある場合はその内容・項

目及び概算費用を提案書に記載してください。 
なお、IaaS、PaaS などの本システムの稼働環境部分については、本契約においては履行者の

負担としますが、正式運用以降はその稼働環境のサービス提供者と本市が直接契約することが

ありますので、提案書に稼働環境とその費用について明記してください。なお、自社稼働環境

を提供の場合は、稼働環境部分の費用内訳の提示は不要とします。 
 

９ 成果品 

報告書                紙媒体１部、電子媒体２部 

本業務委託により作成した資料     紙媒体１部、電子媒体２部 
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用語の定義 

 本基本仕様書に記載する重要な用語を以下に示す。 

 

本基本仕様書 
「新たな電子申請・届出システムの導入及び運用保

守業務委託基本仕様書」（本書） 

横浜市電子申請・届出サービ

ス 

本市が利用する電子申請・届出サービス（以下「本

サービス」という。） 

職員側利用者 
本サービスを利用する本市職員（管理者、業務担当

者） 

市民側利用者 

本サービスを利用する個人及び法人の総称 

なお、本サービスは職員向けアンケートなどに用い

ることがあり、その場合のアンケートなどを入力す

る職員は市民側利用者に含まれる。 

利用者 
本サービスを利用する職員側利用者、市民側利用者

を含む利用者全体の総称 

管理者 
手続管理やマスタメンテナンス等、組織全体の電子

申請・届出業務を管理する本市職員 

業務担当者 
市民側利用者からの申請に対し、主に受理、審査業

務を行う本市職員 

電子申請・届出システム 利用者に対してサービスを提供するシステム 

次期システム 
令和３年度から正式にサービス稼働する新たな電子

申請・届出システム 

現行システム 
平成 27年度から本市が利用している現行の電子申

請・届出システム 

運用業務 令和３年 12月からの次期システム運用に係る業務 

LGWAN 
総合行政ネットワーク（LGWAN）は、地方公共団体を

相互に接続する行政専用のネットワーク 

サポートセンター 
利用者への問合せ対応業務を専門に行う事業所・部

門 

 

 

 

 

本基本仕様書に記載した内容には、現在検討中のものも含まれるため、本プロポーザルのみ

の設定条件とし、将来の業務実施の条件となるものではありません。 

 

 



１ 目的 

本市の行政手続オンライン化を推進するために、電子申請・届出システム（以下、「現

行システム」という。）における本人確認（マイナンバーカード等の電子証明書による認

証・署名等）や手数料納付（クレジットカード等による決済）などの、必要な機能を拡大

したシステムを新たに調達します。また、今後の申請件数増加への対応、スマートフォン

への対応、利用者の利便性の向上、職員の業務効率化に資する機能の提供など、現行シス

テムにおける改善も併せて実施します。 

本業務委託は、現行システムから、より市民サービス向上及び業務効率化に寄与すると

ともに、適切なセキュリティ対策を講じた、安全性・信頼性・利便性・拡張性の高い、新

たな電子申請・届出システム（以下、「次期システム」という。）とすることを目的としま

す。 

 

２ 基本方針 

(1) 市民側利用者はインターネットからシステムにアクセスし、職員側利用者はＬＧＷ

ＡＮからアクセスする構成であること。ただし、職員側利用者がアンケート等の回答者

として利用する場合に限り、インターネット又はＬＧＷＡＮからの利用のいずれも可

とする。 

(2) 本人確認（マイナンバーカード等の電子証明書による認証・署名等）及び手数料納付

等、手続に必要な一連の機能を備えたシステムであること。手数料納付については、少

なくともクレジットカードによる決済に対応しており、電子マネー等による決済など、

多様な決済手段について接続モジュールを用意するなど、本システムのための個別開

発を行わず対応可能な拡張性を備えたシステムであること。 

(3) 電子申請・届出をパソコン、スマートフォンなど多くの市民が使用するインターネッ

ト端末で行えること。 

(4) 将来的な利用想定量（10,000手続、10,000,000件／年の申請等）以上を処理できる、

または拡張性を備えたシステムであること。 

(5) 利用者のＵＩ（ユーザインターフェース）、ＵＸ（ユーザエクスペリエンス）に優れ

た使いやすいシステムであること。このため、申請する手続きの入力項目が最小限にで

きる、申請途中での一時保存や過去の入力データの再利用、入力内容のチェックが可能

など、ユーザビリティに優れ、市民サービス向上に資するものであること。 

さらに、市民側利用者が必要とする手続について、市民側利用者がわかりやすく簡便

に検索・選択できる仕組みを備えていること。 

また、申請様式や入力項目の設計、市民の入力フローやチェック項目の設計など、手

続の作成において、GUIによる使いやすい設計画面で、職員の負担軽減が図れるもので

あること。 

(6) 市民サービス向上及び業務効率化に寄与するシステムであること。このため、他の業

務システムとの連携や、GUIによる使いやすい設計画面でワークフローを設定できる業

務処理機能を持つもしくはワークフローシステムとのデータ連携が可能な API 等の連

携機能・拡張性を備えるなど、職員の業務効率化に寄与するものであること。 

(7) 今後想定される利用者の多様な要望を反映するため、連携が想定される本市外のサ



ービスである各種認証サービス、SMS、SNS サービスの接続モジュールを用意できるな

ど、本システムのための個別開発を伴わないこと。 

(8) 既存の IaaS、PaaS、SaaS等のカスタマイズする部分については必要最低限の内容と

し、不必要なカスタマイズは避けること。または、カスタマイズではなく IaaS、PaaS、

SaaSの標準サービスとして反映し提供すること。 

(9) 適切なセキュリティ対策を講じた、安全性・信頼性・可用性の高いサービスが提供で

きるシステムとすること。 

(10) ＯＳやブラウザなどの利用者環境が拡大された際に、システムへの対応は保守内で

行えること。 

(11) 運用業務では利用者からの問合せ、障害報告の受付・対応等を行うための、Webフ

ォームや電子メール等のオンライン手段及び電話によるサポートセンターを設置して

利用者支援をすること。 

 

３ 運用形態 

  事業者が電子申請・届出システムの機能をネットワーク経由して提供するサービス

（SaaS）または IaaS、PaaS等のクラウドプラットフォームにて構築されたサービスを利

用する。 

 

４ 全体スケジュール 

令和３年度にシステムの導入からサービスの本格稼動を行うことを基本とする。以下

にスケジュール案を示すが、詳細な日程については受託者及び委託者との協議により決

定する。 

(1) サービス導入作業 

   令和３年９月から令和３年 12月まで 

(2) サービス正式運用（運用保守業務開始）、手続移行、職員研修 

   令和３年 12月から令和４年３月まで 

(3) 運用、職員研修、手続順次拡大 

   令和４年４月から 

 

 

 

 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 ・・・
令和３年度 令和４年度

契
約

導入
運用開始
手続移行
職員研修

運用
手続順次拡大
職員研修



５ サービス要件 

(1) 機能 

別紙１「機能要件一覧」の必須項目の機能を実現できること。また、任意項目の機能

についても可能な限り実現すること。 

(2) アクセシビリティ 

利用者のインターフェイスは、アクセシビリティに配慮して、利用しやすいものとす

ること。 

別紙２「アクセシビリティ要件」の対応を行うこと。 

(3) 保守性・将来性 

ア ＯＳ、ブラウザのバージョンアップ（サービスパック等を含む）に迅速に対応する

こと。 

イ システムのエンハンス（機能改善）を無償で行うこと。 

ウ システム改修等を実施した場合は、随時、変更内容を反映した操作マニュアル及び

サービス仕様書等の資料を提供すること。 

エ システムデータおよび申請書式や手続処理フローなど申請に必要なデータ、利用

者のログインやデータ入力に必要なデータなど、システム再構築・再稼働に必要なデ

ータのバックアップを行うこと。 

オ 業務システムやワークフローシステムとの連携が可能な拡張性を備えること。 

カ カスタマイズ、追加機能等の開発においてはシステム固有の言語ではなく、Openな

言語（JavaScriptなどの一般言語）が活用できる環境であること。 

(4) セキュリティ 

ア 市民側利用者機能及び職員側利用者機能に認証機能を持ち、申請等の情報を送受

信する際にはＳＳＬ等を利用し、通信経路の暗号化を行う。 

イ システムのセキュリティ対策及び障害対策のための情報提供及び修正モジュール

等の適用を無償で行うこと。 

ウ システムには、十分な個人情報保護対策及び情報セキュリティ対策を行うこと。 

エ 本市への申請の個人情報を蓄積するデータベース部分は他の契約者と共有せず、

論理的に独立性を保持すること。 

オ システムの運用状況を監視し、障害を迅速に発見して対策が取れること。 

カ ファイアウォール、ウィルス対策ソフト、ソフトウェア脆弱性対策等、外部からの

攻撃に対するセキュリティ対策が施されていること。 

キ ネットワーク構成等の外部からの攻撃目標となりえる情報が漏れないよう対策を

取ること。 

ク 本市の承認なしに、利用者情報のデータにアクセスしないこと。 

(5) ネットワーク 

   ア 市民側利用者はインターネット接続によりサービスを利用できること。 

イ サービスはＬＧＷＡＮを経由して、職員側利用者に提供できること。 

(6) システム間連携 

 他システム連携の際に必要となるインターフェイス仕様を無償で開示すること。 

(7) プロジェクト運用 



ア 移行のスケジュール及び実施方法を明確にし、委託者に紙面または電子ファイル

の形式で提出すること。 

イ マイルストーンごとに本市に対して報告を行うこと。 

ウ 移行について、現行システムの業務に影響を極力与えない方法で行うこと。 

エ 移行について、市民側利用者に影響を極力与えない方法で行うこと。 

オ テスト環境で十分にテストを行った上で、本番環境への移行を行うこと。 

(8) 運用支援 

ア 機構改革や職員異動の際に委託者から情報提供を受け、組織・ユーザ情報の変更及

び資産（手続・申請データ等）の移動を行うこと。 

イ その他、職員の運用支援を行うこと。 

(9) 職員研修、マニュアルの整備 

ア 職員側利用者に対して業務内容に応じたシステム操作研修を実施すること。 

イ 研修で使用する研修テキストは受託者側で用意すること。 

ウ 研修会場及び研修で利用する機器は受託者側で用意することとするが、困難な場

合は本市で用意する。 

エ 研修会場は、本市職員が受講しやすい場所での実施を考慮すること。 

オ 新型コロナウイルス対策などの観点から、集合研修が困難と判断した場合には、オ

ンライン研修や eラーニングなども可能とする。 

  カ 市民側利用者及び職員側利用者向けそれぞれに向けた操作マニュアルを整備する

こと。 

(10) サービスレベル 

ア 本サービスの運用については、受託者及び委託者が、ＳＬＡ契約を締結し、それに

従い実施すること。 

イ ＳＬＡの内容については、年度毎に評価を実施し、見直しを行うものとする。 

(11) その他 

 ア  最新の技術等を積極的に採用してサービス向上に努めること。 

イ 明記していない事項について疑義が生じた場合は、受託者及び委託者で協議して

決定すること。 

ウ 次期システムから別システム（次次期システム）へ移行となった際には、必要とす

る資産（手続様式やデータベースなど）についての情報を無償で提供し、移行作業に

協力すること。 

 

６ 参考データ 

本市での利用状況の想定件数を以下に示します。サービス提供の内容は以下の令和２

年度の利用状況（現行システムでの実績値）及び令和３年度以降の利用想定を考慮して提

案してください。 

 

(1) 手続数・利用件数 

  R2 R3 R4 ・・・ R7 
手続数 7,000 7,500 10,000 ・・・ 12,000 



利用件数 900,000 1,700,000 5,700,000 ・・・ 10,000,000 

 (2) 登録利用者数 

ア 市民側利用者 ： 300,000以上 

イ 職員側利用者 ： 36,000～55,000程度（管理者および業務担当者の合計） 

(3) 様式ダウンロード件数 

  R2 R3 R4 … R7 
ダウンロード件数 500,000 9,000,000 9,000,000 … 9,000,000 

 (4) サポートセンター利用件数 

サポートセンターの利用件数（令和２年度）の実績値は約 300件／月です。令和３年

度も同程度の利用件数を想定しています。 

 

７ データ移行 

データ移行の対象とする資産は以下のものを想定しています。 

(1) 利用者情報 

市民側は移行せず、職員側の利用者情報のみデータ移行します。 

職員側利用者情報：約 36,000件 

職員番号・氏名・所属・メールアドレスなどの利用者情報が登録されたデータ 

※次期システムの利用者情報の登録形式によります。 

(2) 手続情報 

ア データ移行 

   現行システムで運用している手続について、手続情報を移行すること。 

・電子申請手続：約 60 手続分 

 ※様式の作りこみや審査等のフローの作りこみを行っている手続です。 

一部、申請データを CSVでダウンロードした後に Microsoft Accessなどで取り

込んで処理をしている手続があるため、円滑に移行できるよう支援を行うこと。 

イ データ移行支援 

  上記手続分以外については業務担当者が移行作業を行う。 

現行システムで運用している手続及び手続情報について、業務担当者がデータ移

行作業を行うにあたり、移行作業が円滑に行えるよう支援すること。（例：手続情報

などの一括登録ができる部分は移行作業を行い、ダウンロード様式など一括移行が

困難な部分は、職員が移行作業を行う際のマニュアル作成や問合せ対応を行うなど） 

・電子申請手続：約 1,000手続分（現時点で稼働している手続数） 

 ※このうち、業務担当者が新システムにデータ移行が必要と判断した手続（100手

続程度を想定）について移行作業を支援すること。 

※様式の指定が無く作りこみの少ない電子申請手続です。 

・手続詳細情報（手続説明、ダウンロード様式等）：約 9,000手続分 

 ※申請・届出書等を市民がダウンロードして入力・印刷・紙提出する場合の申請様

式のファイル（Word、excel等）及び手続毎に設定された手続説明などの手続情

報です。 

なお、手続の一覧及び申請書の様式については、提供可能です。 



 

８ 職員研修 

    次期システムの機能を理解し、操作方法等を習得するため、職員の業務内容に応じた研

修を実施すること。研修内容の詳細及び時期については受託者及び委託者との協議によ

り決定します。以下に研修区分及び内容の案を示します。 

  研修は、原則 eラーニングの活用を想定しており、集合研修を強く希望する少数の職員

を対象として集合研修を開催する想定です。 

(1) 区分：管理者向け研修（本市の管理者職員が対象） 

内容：管理者向け機能・操作の説明 

想定人数：４名×１回程度 

(2) 区分：手続作成研修（手続を作成する業務担当者が対象） 

内容：手続作成・運用に必要となる機能・操作の説明 

想定人数：20名×５回程度 

(3) 区分：審査者向け研修（審査機能を利用する業務担当者が対象） 

内容：審査者向け機能・操作の説明 

想定人数：20名×５回程度 

  

９ サポートセンター 

(1) 運用業務では、利用者からの問合せ、障害報告等を受け付けて回答を行うサポートセ

ンターを設置すること。 

 (2) 電話、電子メール及びＷｅｂフォームによる受付方法があること。ＳＮＳ、チャット

による受付方法も可能であれば採用すること。 

(3) 電話による受付の受付時間は、少なくとも 9時 00分から 17時 00分（土日祝日、年

末年始を除く）とすること。 

(4) 取得した利用者の個人情報等を漏洩させない措置を講じること。 

(5) サポートセンターの運営開始前には、業務従事者に対して、本市の条例やセキュリテ

ィポリシー、個人情報保護規定などの研修を実施すること。研修の実施状況に関し、別

添の「個人情報保護に関する誓約書」及び「研修実施報告書」を本市へ提出すること。 

(6) 問合せ状況などを元に、定期的に受付方法や人員体制などの見直しを行うこと。 

(7) ホームページで FAQ ページを作成し、問い合わせ内容に応じた内容の更新を行うこ

と。 

 

10 運用報告 

運用業務では、毎月、前月分の運用実績概要を本市に報告すること。年度末については

３月 31日までの開庁時間内に報告すること。本報告については、毎月、月次の定例会を

行い報告すること。定例会の資料は電子ファイルの形式でも提出すること。 

また、定例会には、本市からの機能改善などの要望をくみ取る仕組みを設けること。 

以下に報告内容の案を示すが、詳細な内容については受託者及び委託者との協議によ

り決定する。 

(1) 電子申請利用件数 



 ア 申請件数（手続別件数、総件数） 

 イ 様式ダウンロード件数 

(2) ＳＬＡに関する報告 

ア ＳＬＡの達成状況 

イ 障害報告 

(3) システム運用報告 

ア 計画停止 

イ 機能改善・機能改修 

ウ 保守作業等 

 

11 その他 

 (1) 次に掲げる認定を受けていること。または、認定に相当する体制構築・運用を行い、

可能な限り早期に認定を受けること。 

ア プライバシーマークの付与認定を受けていること。なお、会社の一部門が認定を受 

けていれば良い。ただし、当該部門が本業務に適切に携わる体制を構築すること。 

イ 情報セキュリティマネジメント（ＩＳＭＳ）の認証（ＪＩＳＱ27001、ＩＳＯ／Ｉ

ＥＣ27001）の認証を受けていること。なお、会社の一部門が認定を受けていれば良

い。ただし、当該部門が本業務に適切に携わる体制を構築すること。 

ウ 情報処理推進機構（IPA）における「政府情報システムのためのセキュリティ評価

制度（ISMAP）」の認定を受ける予定があること。IaaS,PaaS 基盤を使用する場合は、

基盤部分が認証を取得していれば可とする。 

 (2) セキュリティは別添の「横浜市電子申請・届出システムのＷｅｂアプリケーションセ

キュリティに係る特記仕様書」に準拠したものであること。 

(3) 受託者は、別添の「委託契約約款」、「個人情報取扱特記事項」及び「電子計算機処理

等の契約に関する情報取扱特記事項」に記載される事項を遵守すること。 

 



項番 大項目 必須／任意 小項目（概要）

1
基本 必須 原則として24時間365日サービスが利用可能であること。

2
基本 必須 1時間に10,000件以上の申請等を受け付けられること。

3
基本 必須 職員側利用者の機能について、PC利用におけるウェブブラウザは少なくともChrome、

Edgeを動作保証すること。

4
基本 任意 職員側利用者の機能について、PC利用におけるウェブブラウザはinternet explorerを動作

保証すること。

5
基本 必須 市民側利用者のウェブブラウザは少なくともChrome、Edge、Safari、Firefoxを動作保証す

ること。

6
基本 必須 市民側利用者がオンラインで申請・届出等の手続を行うことができ、職員側利用者は申

請・届出等について、受付や審査などを行うことができる申請・届出システムを実現するこ
と。

7
基本 必須 市民側利用者は、パソコン、スマートフォン等、多くの利用者が利用する端末を利用して、

申請・届出等の市民側利用者機能が利用できること。

8
基本 必須 申請途中での一時保存や過去の入力データの再利用、入力内容のチェックが可能 など、

ユーザビリティに優れ、申請する手続の入力項目が最小限にできること

9

基本 任意 一度の入力で複数の手続き申請が同時に作成できること

10
基本 必須 市民側利用者が必要とする手続について、市民側利用者がわかりやすく簡便に検索・選

択できる仕組みを備えていること

11
基本 必須 職員側利用者は、業務用パソコンを利用して、利用者管理及び手続管理等の職員側利用

者機能が利用できること。

12
基本 必須 利用者の誤入力を防止するための対策を施すこと。（範囲内の日付や数字しか入力不可

とする、郵便番号を入力したら住所が自動入力されるなど）

13
基本 必須 電子申請を行わない手続（手続の説明と様式ダウンロードのみ）が作成できること。

14
基本 必須 公的個人認証（JPKI）による電子署名・認証が使用できること。

15
基本 必須 電子収納の手段として、クレジットカード決済に対応できること

16
基本 任意 代理申請（代理人に対し申請者が委任をして、代理人が申請者の代わりに申請すること）

が可能であること。

17

基本 任意 電子マネー決済（Suica、Edy,Waon,Nanaco等）、キャリア決済（ドコモ、au、ソフトバンク）、ID
決済（Pay Pay、R Pay、LINE Pay等）などクレジットカード以外の電子決済手段に対応でき
ること。またはこれら決済サービスの接続モジュールを標準サービスとして用意でき、本シ
ステムのための個別開発を伴わないこと

18
基本 必須 市民側利用者が利用者登録を行ってサービスを利用できること。

19
基本 必須 市民側利用者の本人認証にIDパスワードによる認証が可能であること。

20
基本 必須 市民側利用者の登録・登録情報変更時に、登録メールアドレスへの発信通知ができるこ

と。

21
基本 任意 市民側利用者の登録・登録情報変更時の本人の携帯電話番号の確認に、SMSによる認

証が実装可能であること。

別紙１　機能要件一覧（必須及び任意項目）　



項番 大項目 必須／任意 小項目（概要）
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22

基本 任意 市民側利用者（企業）の本人認証に、ＧビズＩＤの利用ができること。

23
基本 必須 職員側利用者の本人認証にIDパスワードの利用ができること。なお、職員側利用者のアカ

ウントは共有せず、発行は個人に対して行うこととする。

24
基本 必須 手続の作成・変更時において、本番公開前にテストを行える環境があること。

25
基本 必須 登録データ（ユーザ情報や機構・部署情報）及び申請データがCSV形式で出力できること。

申請データに紐づけて申請に添付されたファイルも抽出できること。

26
基本 必須 システムの利用状況が分かる統計資料（指定期間の手続別の申請件数、様式のダウン

ロード数など）を出力できること。

27
基本 必須 レスポンシブデザイン（端末情報を認識して最適化されたデザインを表示する）となってい

ること。

28
基本 必須 ポータル画面を備え、障害情報やお知らせの表示、利用者登録、手続の検索などが行え

ること。

29
基本 必須 システム内から、利用者に対して利用者登録時や手続の申請・受付・審査・結果通知時な

どに設定に基づいた通知メールを送信できる機能があること。

30

市民側機能 必須 市民側利用者向けの機能として、申請書様式取得機能（様式のファイルをダウンロードす
る機能）、申請機能（様式の各項目に入力して申請を行う機能）、書類添付機能（申請時に
電子ファイルで書類を添付する機能）、署名付与機能、電子決済機能、到達確認機能（申
請データがシステムに到達したことを確認できる機能）、申請状態確認機能（自分の行った
申請の状態を確認する機能）、交付文書取得機能（申請を元に業務担当者が交付する交
付文書のデータを取得する機能）等を実現すること。

31

市民側機能 必須 市民側利用者がインターネットから送付する電子ファイルについては、職員側利用者がＬ
ＧＷＡＮで受け取る前に無害化する機能を提供すること。無害化対象ファイルは、少なくと
もPDFファイル、Officeファイル（Word、Excel、PowerPoint）、画像ファイルに対応すること。

32

職員側機能 必須 職員側利用者機能として、申請様式作成機能（項目や入力タイプ（数字、全角文字など）
等を選択して申請様式を作成する機能）、申請データ到達機能（市民側利用者が申請した
データを格納し、到達データとして管理・通知する機能）、納付情報登録機能（電子収納が
必要な手続において、納付先や金額などの納付に必要となる情報を登録する機能）、問合
せ応答機能（申請内容の不備などについて、申請者に対して問い合わせを行う機能）、審
査支援機能（職員が申請データの審査を行うにあたり、申請データを表示・確認できる機
能）、結果通知機能（申請データの審査結果について通知する機能）、交付文書発送機能
等を実現すること。

33

職員側機能 必須 作成した手続について市民側利用者が申請を行った際に、申請データに対して以下のフ
ローの処理が行えること。
「到達」：申請データがシステムに格納され、受付処理ができる状態。
「受付」：申請データの内容を確認できる。受付処理を行うことで、審査処理ができる状態と
なる。
「審査」：申請データの内容を確認できる。審査処理を行うことで、結果通知発行ができる
状態となる。
「結果通知発行」：交付文書を発行し、申請者に通知すること。交付文書には職責証明の
電子署名を付与することが可能であること。
また、必要なフローのみに限定した手続を作成できること（「到達」「受付」のみで完了する
手続など）
各フローにおいて、業務担当者及び申請者に対してEメールなどによる通知が可能である
こと。

34

職員側機能 任意 他の業務システムおよびワークフローシステムとのデータ連携機能、API連携機能を持つ
こと。
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35

職員側機能 任意 GUIによる使いやすい設計画面でワークフローを設定できる業務処理機能および外部の
業務システムとの連携機能を持つこと。

36

職員側機能 必須 職員側利用者機能として、受付等の一括処理ができること。交付文書発送機能は文書
ファイルを一括で登録できること。（申請者それぞれに対して、個別に異なる交付文書を登
録できること）

37
職員側機能 必須 手続作成及び登録を職員側利用者がGUI等による使いやすい設計画面で自由にできるこ

と。また、登録できる手続数には基本的に制限がないこと。

38
職員側機能 必須 システムを利用する職員各々のＩＤに対して、管理者もしくは業務担当者としてのシステム

利用の権限設定ができること。

39
職員側機能 必須 職員はグループ（部署）ごとに管理し、所属するグループの手続が利用できること。

40
アクセスログ 任意 本人開示請求等に対応するため、市民側利用者のアクセスログの開示ができること。

41
アクセスログ 必須 本人開示請求等に対応するため、職員側利用者のアクセスログの開示ができること。

42
アクセスログ 必須 管理者・業務担当者の操作ログは３年間保存すること。保存できない場合は外部記憶媒

体等で電子データとして提供すること。

43
手続 必須 直接手続にアクセスできるURL（手続URL）が作成できること。

44
手続 必須 ポータルからの検索等ができない手続を作成できること。（市民に公開しない職員の内部

利用を想定）

45
手続 必須 手続URLの二次元バーコード作成ができること。

46
手続 必須 本人認証が必要な手続と必要ない手続のどちらも作成できること。

47

手続 必須 設定の自由度が高く、様式のデザイン（様式が決まった申請書の作成を想定した配置デ
ザイン）や項目間チェック（複数項目の入力内容の相関で不整合が無いことのチェック）等
が可能な様式を作成する方式と、設定の自由度は低いものの、項目の選択程度の簡単な
操作で様式が作成できる方式を利用できること。（両方の性質を備えている方式でも良い）

48
手続 必須 交付文書をシステム内で簡単にデザインし作成できること。また、システム外で作成した交

付文書のファイルを登録できること。

49

手続 任意 手続URL は60文字以内に収まる URL 設計であること
（サブドメインをxxxxxxxxx.city.yokohama.lg.jp（x部分は9文字を想定）としたときに、
https://xxxxxxxxx.city.yokohama.lg.jp/で始まるURL全体が60文字以内に収まること）
※手続URLをメール本文に記載して対象者に送付する際に改行が入らないようにするた
め

50
手続 必須 申請内容に応じて申請データを適切な提出部署に振り分けることができること。

51
手続 必須 到達制限機能（セミナーの申込等、選択肢ごとの申込みが締切に達した際にその選択肢

を選択できなくなる機能）のある手続きを作成できること。

52
手続 必須 受付期間開始日時、受付期間終了日時を設定することにより、自動的に手続の受付を開

始、終了できること。

53
手続 任意 申請様式上に画像を掲載できること。

54
手続 必須 申請に添付するファイルの数量と1ファイルあたり又は申請あたりの容量の上限を設定で

きること。
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55
手続 必須 本人認証情報（IDパスワードであれば登録した利用者情報、マイナンバーカードであれば

証明書情報など）が申請書様式への転記に利用できること。

56
手続 必須 過去の申請書情報を引用選択することで過去の申請書入力状態を再現できること。

57
手続 必須 業務担当者あての通知メールの送信先メールアドレスを設定できること。

58
手続 必須 申請書に入力途中の内容を一時保存できること。

59
手続 必須 サービス利用にあたって、少なくとも１回は利用規約に同意する又は同意したとするプロセ

スを通過するようにできること。

60

手続 任意 申請書様式の項目間で２段階以上の条件設定（例：項目１でAを選択した場合のみ項目２
が選択可能となり、さらに項目２でBを選択した場合のみ項目３が選択可能となる）が可能
であること。

61
手続 必須 同一の申請者からの申請を不可とする設定が可能であること。

62
手続 必須 申請の取下げ、補正指示・訂正が行えること。

63
手続 任意 既存の手続をコピーして新しい手続を作成できること。

64
手続 必須 クラウドサービスのシステムは国内のデータセンターにあること。

65
手続 必須 災害等でデータセンターが使用できなくなる事態に備えたディザスタリカバリの体制が取ら

れていること。

66
手続 任意 クラウドサービスのシステムは同一データセンター内で冗長化されており、片方のシステム

停止時はもう一方のシステムからサービス提供されること。

67

手続 任意 クラウドサービスのシステムは異なる２か所以上の立地場所もしくは電源設備が異なる
データセンターで冗長化されており、片方のデータセンター停止時はもう一方のデータセン
ターからサービス提供されること。

各項目について、稼働開始（令和３年12月予定）までに対応することを基本とするが、
別紙「機能要件対応表」において対応の意思・予定時期を示すことで、次の通り扱うこととする。
必須項目：要件を満たしていることとする。
任意項目：別紙「機能要件対応表（評価基準）」に従い評価対象とする。



 別紙２ アクセシビリティ要件 
 

１ ウェブアクセシビリティの確保について 
(1) 適合レベル及び対応度 

JIS X 8341-3:2016 のレベル AA に準拠すること。 
※  本仕様書における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会（以

下、「WAIC」という。）の「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016 年 3 月

版」で定められた表記による。 
(2) 対象範囲 

本業務委託で作成する全てのウェブページ 
(3) アクセシビリティ方針の策定について 
 総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」、及び WAIC の「ウェブアクセシビリティ

方針策定ガイドライン」に基づき、発注者と協議の上、ウェブアクセシビリティ方針を策定す

ること。 
(4) 試験前の事前確認について 

ア HTML、CSS の雛形作成段階において、達成基準への対応状況を確認すること。テストツ

ール(miChecker 等)による判定が可能な検証項目については、ツールを使用し、対応状況を

確認すること。その結果は発注者へ情報提供すること。 
イ (1)で定められた「適合レベル及び対応度」が、技術的に達成が困難である場合、代替案や例

外事項の追加等を発注者へ提案し、発注者と協議の上、ウェブアクセシビリティ方針の変更を

行うこと。 
(5) 試験の実施について 
ア 「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び WAIC の「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガ

イドライン」に基づき、試験を実施すること。 
イ 試験の実施においては、テストツールによる判定だけでなく、人間による判断も行うこ

と。 
ウ 試験内容については、発注者に説明し、承認を得ること。 
エ 試験実施の範囲 
 (ｱ) 総ページ数が 40 ページ未満である場合 
   試験を全ページで実施すること 
 (ｲ) 総ページ数が 40 ページ以上である場合 

 当該システムからランダムに 40 ページ抽出し、試験を実施すること。なお、40 ページ

の中には次のページを含めること。 
■ 試験を必ず実施するページ 
 ・ トップページ 
 ・ サブディレクトリ直下の代表ページ(sub-content/index.html 等) 
 ・ アクセシビリティに関連するページ 
 ・ 利用者から問い合わせを受けるウェブページ（存在する場合） 

(6)  達成基準チェックリスト及びその検証方法を特定できる技術的根拠（実装チェックリスト）

の作成について 
 「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び WAIC の「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイ



ドライン」に基づき、次のチェックリストを作成すること。 
ア 達成基準チェックリストの作成について 
 WAIC の「達成基準チェックリストの例」を参考に、各項目の試験結果を記載した達成基

準チェックリストを作成すること。 
イ 実装チェックリスト(達成方法及びその検証方法を特定できる技術的根拠)の作成について 

 WAIC の「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」の「3.1 達成方法及びその検証方

法を特定できる技術的根拠を示す方法の例」を参考にして実装チェックリストを作成するこ

と。 
(7) 試験結果の説明及び不備の修正について 

達成基準チェックリストの各項目の試験結果について発注者に説明し、試験結果の妥当性

について承認を得ること。不備等が発覚した際には、速やかに該当箇所の修正、及び再度試

験実施を行い、発注者の承認を得るまで対応すること。 
(8) ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの作成・公開について 
ア ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの作成について 

「(3)」で策定したウェブアクセシビリティ方針のページを作成すること。また、「(6) ア」

で作成した達成基準チェックリストを基に、試験結果のページを作成すること。 
イ ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの公開について 

「(8) ア」で作成したページを公開すること。なお、ウェブアクセシビリティ方針のページ

は、当該サイトの全画面から 2 クリック以内にたどりつけるよう、フッター等にリンクを配

置すること。 
※ パッケージシステムの仕様等により各画面に任意のリンクを設置できない場合は、当該システムの利

用方法等を示したページや利用者向けマニュアル等にリンクを配置すること。 

 
２ 参考ページ 

(1)  JIS 検索 
  本ウェブページで「JIS X 8341-3」を検索すると規格の閲覧ページに遷移できます。 

 https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html  
(2)  みんなの公共サイト運用ガイドライン 

 http://www.soumu.go.jp/main_content/000439213.pdf 
(3)  WAIC の公開しているガイドライン一式 

ア ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 
  http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/  
イ ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン 
  http://waic.jp/docs/jis2010/accessibility-plan-guidelines/201308/index.html 
ウ JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン 
  http://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/201604/ 
エ 達成基準チェックリストの例 
  http://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/201604/gcl_example.html  
 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000439213.pdf
http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/
http://waic.jp/docs/jis2010/accessibility-plan-guidelines/201308/index.html
http://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/201604/
http://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/201604/gcl_example.html
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１ 基本事項 

本特記仕様書（以下「本書」という。）は、本市が導入する電子申請・届出システム（以下「本シス

テム」という。）の基本仕様書に加え、本システムに追加で求めるセキュリティ要件、対応指針を記載

するものである。受託者は本書に従わなくてはならない。 

なお、本書に記載のないセキュリティ要求仕様に関しては基本仕様書による。 

 

２ 保守性・運用性要件 

  システムのプラットフォームソフトウェア（ＯＳ、ミドルウェア、ソフトウェア部品（ライブラリ 

等）を指す。）及びＷｅｂアプリケーションソフトウェア（パッケージＷｅｂアプリケーションを含み、 

以下「Ｗｅｂアプリケーション」という。）は次の要件を満たすこと。また、一部要件を満たせない場 

合の方法については要件の記述に従うこと。 

(1) 情報資産（ソフトウェア、データ等）に対して、次に掲げる情報セキュリティ対策を実施しなけれ

ばならない。 

ア インターネットを経由したサイバー攻撃のリスクを放置してはならない。 

イ 情報システム等に脆弱性があり、当該脆弱性を利用したサイバー攻撃が実際に行われていること

が判明した場合、当該サイバー攻撃を防止する措置を直ちに講じなければならない。なお、WAF（Web 

Application Firewall） や仮想パッチ等、脆弱性を利用した攻撃を防ぐ仕組みによる対策も可と

する。 

ウ 特権的アクセス権を用いて利用する機能について、当該権限を有する ID 及びそのパスワードが

漏えいしたとしても、インターネットを経由した不特定多数からの不正アクセスが生じえない対

策を講じなければならない。 

エ 脆弱性を利用したサイバー攻撃の情報を常に入手し、リスクの大きさに応じて緊急に対応できる

体制をとらなければならない。 

オ 運用期間において、毎年本市が実施するセキュリティ診断によって発見された脆弱性について

対応すること。 

 

(2) 契約終了時や記憶媒体の廃棄等を実施する場合、次に掲げる措置を実施しなければならない。 

ア データの復元が困難な状態とした上で、データを確実に消去した証明を提出すること。 

イ 証明と合わせて、作業日時、作業者及び確認者等、データ消去作業が確実に行われたことを担保

する作業記録を提出すること。 

 

３ Ｗｅｂアプリケーション脆弱性対応 

   本システムにおけるＷｅｂアプリケーションの脆弱性対応として、『別紙 ウェブアプリケーション

のセキュリティ実装リスト』（以下「実装リスト」という）の脆弱性が本システムに混入しないように、

少なくとも「対策の性質」欄が「根本的解決」となっている実施項目の対策を実施すること。 

  参考：IPA 安全なウェブサイトの作り方 

     https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html 

 

４ 検収 

『別紙 ウェブアプリケーションのセキュリティ実装リスト』の記入提出及び当該脆弱性の対応が

されていることについて、受託者の提出する検査報告書をもって検査する。 



「安全なウェブサイトの作り方 改訂第7版」（チェックリスト） IPA（独立行政法人情報処理推進機構）

No 対策の性質 チェック 実施項目 解説

□ SQL文の組み立ては全てプレースホルダで実装する。 1-(i)-a

□
SQL文の構成を文字列連結により行う場合は、アプリケーションの
変数をSQL文のリテラルとして正しく構成する。

1-(i)-b

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

ウェブアプリケーションに渡されるパラメータにSQL文を直接指定し
ない。

1-(ii)

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

エラーメッセージをそのままブラウザに表示しない。 1-(iii)

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

データベースアカウントに適切な権限を与える。 1-(iv)

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

□ シェルを起動できる言語機能の利用を避ける。 2-(i)

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

□
シェルを起動できる言語機能を利用する場合は、その引数を構成す
る全ての変数に対してチェックを行い、あらかじめ許可した処理のみ
を実行する。

2-(ii)

□
外部からのパラメータでウェブサーバ内のファイル名を直接指定す
る実装を避ける。

3-(i)-a

□
ファイルを開く際は、固定のディレクトリを指定し、かつファイル名に
ディレクトリ名が含まれないようにする。

3-(i)-b

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

ウェブサーバ内のファイルへのアクセス権限の設定を正しく管理す
る。

3-(ii)

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

ファイル名のチェックを行う。 3-(iii)

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

セッションIDを推測が困難なものにする。 4-(i)

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

セッションIDをURLパラメータに格納しない。 4-(ii)

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

HTTPS通信で利用するCookieにはsecure属性を加える。 4-(iii)

□ ログイン成功後に、新しくセッションを開始する。 4-(iv)-a

□
ログイン成功後に、既存のセッションIDとは別に秘密情報を発行し、
ページの遷移ごとにその値を確認する。

4-(iv)-b

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

セッションIDを固定値にしない。 4-(v)

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

セッションIDをCookieにセットする場合、有効期限の設定に注意す
る。

4-(vi)

※ このチェック項目の「対応済」のチェックは、実施項目のいずれかを実施した場合にチェックします。

セッション管理の不備

■ ウェブアプリケーションのセキュリティ実装 チェックリスト （1/3）
脆弱性の種類

1 SQLインジェクション

OSコマンド・インジェクション

根本的解決

※
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

2

根本的解決

※
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

3

4

根本的解決

※
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

パス名パラメータの未チェック／
ディレクトリ・トラバーサル



No 対策の性質 チェック 実施項目 解説

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

ウェブページに出力する全ての要素に対して、エスケープ処理を施
す。

5-(i)

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

URLを出力するときは、「http://」や 「https://」で始まるURLのみを
許可する。

5-(ii)

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

<script>...</script> 要素の内容を動的に生成しない。 5-(iii)

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

スタイルシートを任意のサイトから取り込めるようにしない。 5-(iv)

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

入力値の内容チェックを行う。 5-(v)

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

入力されたHTMLテキストから構文解析木を作成し、スクリプトを含
まない必要な要素のみを抽出する。

5-(vi)

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

入力されたHTMLテキストから、スクリプトに該当する文字列を排除す
る。

5-(vii)

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

HTTPレスポンスヘッダのContent-Typeフィールドに文字コード
（charset）の指定を行う。

5-(viii)

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

Cookie情報の漏えい対策として、発行するCookieにHttpOnly属性を
加え、TRACEメソッドを無効化する。

5-(ix)

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

クロスサイト・スクリプティングの潜在的な脆弱性対策として有効なブ
ラウザの機能を有効にするレスポンスヘッダを返す。

5-(x)

□

処理を実行するページを POST メソッドでアクセスするようにし、そ
の「hidden パラメータ」に秘密情報が挿入されるよう、前のページを
自動生成して、実行ページではその値が正しい場合のみ処理を実
行する。

6-(i)-a

□
処理を実行する直前のページで再度パスワードの入力を求め、実
行ページでは、再度入力されたパスワードが正しい場合のみ処理
を実行する。

6-(i)-b

□
Refererが正しいリンク元かを確認し、正しい場合のみ処理を実行す
る。

6-(i)-c

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

重要な操作を行った際に、その旨を登録済みのメールアドレスに自
動送信する。

6-(ii)

□
ヘッダの出力を直接行わず、ウェブアプリケーションの実行環境や
言語に用意されているヘッダ出力用APIを使用する。

7-(i)-a

□
改行コードを適切に処理するヘッダ出力用APIを利用できない場合
は、改行を許可しないよう、開発者自身で適切な処理を実装する。

7-(i)-b

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

外部からの入力の全てについて、改行コードを削除する。 7-(ii)

脆弱性の種類

6

HTMLテキストの入
力を許可する場合の
対策

※ このチェック項目の「対応済」のチェックは、実施項目のいずれかを実施した場合にチェックします。

※
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

CSRF
（クロスサイト・リクエスト・フォー
ジェリ）

HTMLテキストの入
力を許可しない場合
の対策

■ ウェブアプリケーションのセキュリティ実装 チェックリスト （2/3）

※
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

HTTPヘッダ・インジェクション

根本的解決

7

根本的解決

クロスサイト・ス
クリプティング

5

全てのウェブアプリ
ケーションに共通の
対策



No 対策の性質 チェック 実施項目 解説

□
メールヘッダを固定値にして、外部からの入力はすべてメール本文
に出力する。

8-(i)-a

□
ウェブアプリケーションの実行環境や言語に用意されているメール
送信用APIを使用する（8-(i) を採用できない場合）。

8-(i)-b

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

HTMLで宛先を指定しない。 8-(ii)

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

外部からの入力の全てについて、改行コードを削除する。 8-(iii)

□
HTTPレスポンスヘッダに、X-Frame-Optionsヘッダフィールドを出
力し、他ドメインのサイトからのframe要素やiframe要素による読み
込みを制限する。

9-(i)-a

□
処理を実行する直前のページで再度パスワードの入力を求め、実
行ページでは、再度入力されたパスワードが正しい場合のみ処理
を実行する。

9-(i)-b

保険的対策
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

重要な処理は、一連の操作をマウスのみで実行できないようにする。 9-(ii)

□ 直接メモリにアクセスできない言語で記述する。 10-(i)-a

□ 直接メモリにアクセスできる言語で記述する部分を最小限にする。 10-(i)-b

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

脆弱性が修正されたバージョンのライブラリを使用する。 10-(ii)

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

アクセス制御機能による防御措置が必要とされるウェブサイトに
は、パスワード等の秘密情報の入力を必要とする認証機能を設け
る。

11-(i)

根本的解決
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

認証機能に加えて認可制御の処理を実装し、ログイン中の利用者
が他人になりすましてアクセスできないようにする。

11-(ii)

根本的解決

※
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

10 バッファオーバーフロー

8

根本的解決

■ ウェブアプリケーションのセキュリティ実装 チェックリスト （3/3）
脆弱性の種類

9 クリックジャッキング

※ このチェック項目の「対応済」のチェックは、実施項目のいずれかを実施した場合にチェックします。

11 アクセス制御や認可制御の欠落

根本的解決

※
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要

メールヘッダ・インジェクション

※
□ 対応済
□ 未対策
□ 対応不要
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委 託 契 約 約 款 

 

（総則） 

第１条 委託者及び受託者は、この約款（契約書を含む。以

下同じ。）に基づき、設計図書（別添の設計書、仕様書、

図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書を

いう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この

契約（この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約

をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部

完了（設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物

の引渡しを含む。以下同じ。）し、委託者は、その契約代

金を支払うものとする。 

３ 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段

については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場

合を除き、受託者がその責任において定める。 

４ 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。この契約が終了した後も同様とする。 

５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解

除は、書面により行わなければならない。 

６ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる

言語は、日本語とする。 

７ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円と

する。 

８ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる

計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計

量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては 

民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48

号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、

委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。 

12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委

託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代

表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して

行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体

のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受

託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行

為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

（内訳書及び工程表） 

第２条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基

づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならな

い。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこ

れに代えることができる。 

２ 受託者は、この契約締結後５日（横浜市の休日を定める

条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定す

る本市の休日を除く。）以内に、設計図書に基づいて、工

程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、

委託者が必要がないと認めたときは、省略することができ

る。 

３ 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するもの

ではない。 

（着手届出） 

第３条 受託者は、この契約締結後５日（横浜市の休日を定

める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規

定する本市の休日を除く。）以内に、契約履行着手届出書

を、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が

必要がないと認めたときは、省略することができる。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第

三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に

供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を

得た場合は、この限りでない。                          

２ 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条

第２項の規定による検査に合格したもの及び第32条第４項

の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に

譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供して

はならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場

合は、この限りでない。                              

（著作権の譲渡等）                            

第５条 受託者は、契約の履行の目的物が著作権法（昭和45

年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以

下この条において「著作物」という。）に該当する場合に

は、当該著作物に係る受託者の著作権（著作権法第21条か

ら第28条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引

渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託

者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作

権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻

案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、

当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に

無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とする

ものとする。                      

２ 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとし

ないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受

託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契

約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が

承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した

氏名を変更することができる。                               

３ 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合

において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のために

その内容を改変しようとするときは、その改変に同意する

ものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作

物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容

を受託者の承諾なく自由に改変することができる。                  

４ 受託者は、契約の履行の目的物（契約を履行する上で得

られた記録等を含む。）が著作物に該当するとしないとに

かかわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行

令和２年４月 
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の目的物を使用又は複製し、また、第１条第４項の規定に

かかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表すること

ができる。                                       

５ 受託者は、第１項ただし書の規定により共有となった著

作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委

託者の承諾を得なければならない。この場合において、承

諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。                      

６ 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たっ

て開発したプログラム（著作権法第10条第１項第９号に規

定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（

著作権法第12条の２に規定するデータベースの著作物をい

う。）について、受託者が承諾した場合には、別に定める

ところにより、当該プログラム及びデータベースを利用す

ることができる。                                     

７ 受託者は、次条第１項ただし書の規定により第三者に委

任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を

当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければな

らない。  

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括

して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただ

し、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りで

ない。 

２ 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場

合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項

を、すみやかに委託者に通知しなければならない。     

（特許権等の使用）                             

第７条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権そ

の他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下

「特許権等」という。）の対象となっている材料、履行方

法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負

わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方

法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象

である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らな

かったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要し

た費用を負担しなければならない。                                

（特許権等の発明等）                           

第８条 受託者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象と

なるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しな

ければならない。                                   

２ 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続

及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託

者とが協議して定めるものとする。                           

（現場責任者等）                              

第９条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を

定め、契約締結後５日（横浜市の休日を定める条例(平成3

年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休

日を除く。）以内に、その氏名その他必要な事項を委託者

に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も

同様とする。 

２ 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監

督するものとする。                              

３ 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従

事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなけれ

ばならない。 

（監督員） 

第９条の２ 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名

を受託者に通知しなければならない。監督員を変更した

ときも、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又

は交通事業管理者が、それぞれの権限（他の者に委任し

ている場合は、当該受任者の権限を含むものとする。）に

属する契約について特に定めた場合には、その氏名を受

託者に通知しなくてよいものとする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの

約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が

必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に

定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場

責任者に対する指示、承諾又は協議 

(2) この契約の履行の進捗の確認、設計図書の記載内容

と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査 

３ 委託者は、２人以上の監督員を置き、前項の権限を分

担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限

の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一

部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、

受託者に通知しなければならない。 

４ 委託者が監督員を置いたときは、受託者は、この約款

に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除につい

ては、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して

行うものとする。この場合においては、監督員に到達し

た日をもって委託者に到達したものとみなす。 

５ 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める

監督員の権限は、委託者に帰属する。 

（履行の報告）                                

第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契

約の履行について、委託者に報告しなければならない。         

（材料の品質、検査等）                          

第11条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料

については、中等の品質を有するものを使用しなければな

らない。                                      

２ 受託者は、設計図書において委託者の検査（確認を含む。

以下この条において同じ。）を受けて使用すべきものと指

定された材料については、当該検査に合格したものを使用

しなければならない。この場合において、検査に直接必要

な費用は、受託者の負担とする。                          

３ 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、

当該請求を受けた日から７日以内に、これに応じなければ

ならない。                                       
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（支給材料及び貸与品）                          

第12条 委託者から受託者に支給する材料（以下「支給材料

」という。）及び貸与する機械器具（以下「貸与品」とい

う。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び

引渡時期は、設計図書に定めるところによる。               

２ 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、

委託者の負担において、検査して引き渡さなければならな

い。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、

品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に

適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨

を委託者に通知しなければならない。                            

３ 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当

該引渡しを受けた日から７日以内に、委託者に受領書又は

借用書を提出しなければならない。                      

４ 委託者は、受託者から第２項後段の規定による通知を受

けた場合において、必要があると認められるときは、当該

支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸

与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数

量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。       

５ 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、

その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求

めることができる。                                 

６ 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸

与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又

は引渡時期を変更することができる。                  

７ 委託者は、前３項の場合において、必要があると認めら

れるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損

害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならな

い。    

８ 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意を

もって保管しなければならない。                     

９ 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当

該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約

の内容に適合しないもの（第２項の検査により発見するこ

とが困難であったものに限る。）があり、使用に適当でな

いと認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなけ

ればならない。この場合においては、第４項、第５項及び

第７項の規定を準用する。                                 

10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等

によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に

定めるところにより、委託者に返還しなければならない。       

11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅

失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったと

きは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原

状に復し、又は損害を賠償しなければならない。             

12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に

明示されていないときは、委託者の指示に従わなければな

らない。 

（設計図書に不適合な場合の措置等）                

第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合

において、委託者が、再履行その他の措置を請求したとき

は、これに従わなければならない。                      

２ 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者

の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると

認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

らない。       

（条件変更等）                               

第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれ

かに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を委

託者に通知し、その確認を求めなければならない。                

 (1) 設計図書の表示が明確でないこと（設計書、図面、仕

様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書

が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れ

があることを含む。）。                      

 (2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約

等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実

際の履行場所の状態が一致しないこと。            

 (3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期

することのできない特別の状態が生じたこと。       

２ 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項

各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、

直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が

立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査

を行うことができる。                                    

３ 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意

見を聴いた上、当該調査の結果（これに対して執るべき措

置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をと

りまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知し

なければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託

者に通知することができないやむを得ない理由があるとき

は、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延

長することができる。    

４ 前項の調査の結果、第１項各号に掲げる事実が委託者及

び受託者によって確認された場合において、必要があると

認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を

訂正し、又は変更しなければならない。                   

 (1) 第１項第１号に該当し    委託者が行う。   

、設計図書を訂正する場 

合 

 (2) 第１項第２号又は第３    委託者が行う。            

号に該当し、設計図書を 

変更する場合で、契約の 

履行の内容の変更を伴う 

もの 

 (3) 第１項第２号又は第３    委託者と受託者とが協 

  号に該当し、設計図書を    議して行う。 

変更する場合で、契約の 
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履行の内容の変更を伴わ 

ないもの 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合

において、委託者は、必要があると認められるときは履行

期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたと

きは必要な費用を負担しなければならない。                 

（設計図書の変更）                             

第15条 委託者は、前条第４項に定めるものを除くほか、必

要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託

者に通知して、設計図書を変更することができる。この

場合において、委託者は、必要があると認められるとき

は履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（代替方法等の提案）                           

第16条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的

に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案した

ときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計

図書等の変更を提案することができる。                    

２ 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合に

おいて、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を

受託者に通知しなければならない。                          

３ 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場

合において、必要があると認められるときは、履行期間又

は契約代金額を変更しなければならない。               

（契約の履行の一時中止）                        

第17条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪

雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然

的若しくは人為的な事象（以下「天災等」という。）であ

って受託者の責めに帰すことができないものにより、契約

の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態

が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められ

るときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ち

に受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中

止させなければならない。                                   

２ 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると

認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させ

ることができる。                                

３ 委託者は、前２項の規定により契約の履行を一時中止さ

せた場合において、必要があると認められるときは履行期

間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に

備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持す

るための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を

必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要

な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の延長） 

第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由によ

り履行期間内に業務を完了することができないときは、そ

の理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を

請求することができる。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、

必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけれ

ばならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責

めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額につ

いて必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。                       

（履行期間の短縮等）                           

第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必

要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求め

ることができる。                                   

２ 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を

延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長

する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期

間に満たない履行期間への変更を請求することができる。                   

３ 前２項の場合において、委託者は、必要があると認めら

れるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼした

ときは、必要な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の変更の方法）                        

第20条 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場

合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第16

条第３項、第17条第３項、第18条第２項又は前条第１項若

しくは第２項の規定による履行期間の変更については、委

託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開

始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委

託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。         

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。 

（契約代金額等の変更の方法） 

第21条 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場

合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第16

条第３項、第17条第３項、第18条第２項又は第19条第３項

の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の

価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しな

い場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通

知するものとする。              

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。                 

３ 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場合を

含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第17条第

３項、第18条第２項、第19条第３項、第23条第４項、第24

条ただし書又は第30条第３項の規定により委託者が負担す

る費用の額については、委託者と受託者とが協議して定め

る。                     

（賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更）        

第22条 委託者又は受託者は、契約期間内で委託契約締結の

日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又

は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認

めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求する
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ことができる。 

２ 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったと

きは、変動前委託代金額（契約代金額から当該請求時の履

行済部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下

この条において同じ。）と変動後委託代金額（変動後の賃

金又は物価を基礎として算出した変動前委託代金額に相応

する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のう

ち、変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、

契約代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前委託代金額及び変動後委託代金額は、請求のあっ

た日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協

議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内

に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前委託

代金額及び変動後委託代金額を定め、受託者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により契約代

金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合

においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、「

直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」と

読み替えるものとする 

５ 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内に

おける価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当とな

ったときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求

めることができる。                     

６ 予期することのできない特別の事情により、履行期間内

に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー

ションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、

委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金

額の変更を求めることができる。                       

７ 前２項の規定による請求があった場合において、当該契

約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して

定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該

協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更

し、受託者に通知するものとする。                                 

８ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。                        

（臨機の措置）                                

第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めると

きは、臨機の措置を執らなければならない。この場合にお

いて、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、

委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむ

を得ない事情があるときは、この限りでない。                 

２ 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内

容について委託者に直ちに通知しなければならない。           

３ 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があ

ると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ること

を請求することができる。                             

４ 受託者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を執っ

た場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代

金額の範囲内において負担することが適当でないと認めら

れる部分については、委託者がこれを負担する。                 

（一般的損害）                               

第24条 契約の履行について生じた損害（次条第１項又は第

２項に規定する損害を除く。）は、受託者の負担とする。

ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由によ

り生じたもの（設計図書に定めるところにより付された保

険によりてん補された部分を除く。）については、委託者

がこれを負担しなければならない。                        

（第三者に及ぼした損害）                        

第25条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、

次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰

すべき理由により生じたもの（設計図書に定めるところに

より付された保険によりてん補された部分を除く。）につ

いては、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、

受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りなが

らこれを通知しなかったときは、この限りでない。               

２ 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、

地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害（設

計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ

れた部分を除く。）を及ぼしたときは、委託者がその損害

を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約

の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ

とにより生じたものについては、受託者がこれを負担しな

ければならない。                                    

３ 前２項の場合その他契約の履行について第三者との間に

紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議し

てその処理解決にあたるものとする。                         

（契約代金額の変更に代える設計図書の変更）          

第26条 委託者は、第12条第７項（同条第９項後段において

準用する場合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第

15条、第16条第３項、第17条第３項、第18条第２項、第19

条第３項、第22条第１項、第５項若しくは第６項、第23条

第４項、第24条又は第30条第３項の規定により契約代金額

を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特

別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担す

べき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更すること

ができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、

委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の

日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者

は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するもの

とする。                              

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。                        

（中間検査）                                 

第27条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認め

るときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、

委託者の検査を受けなければならない。この場合において、

検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、
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委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ

いては、委託者がこれを負担しなければならない。                              

２ 中間検査の実施の期日及び場所は、委託者と受託者とが

協議して定める。                                       

３ 受託者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備

を完了しなければならない。                        

４ 受託者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかった

ときは、中間検査の結果について異議を申し出ることがで

きない。                                     

（完了検査）                                 

第28条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅

滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。          

２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その

日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、契約の

履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければ

ならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、

受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失によ

り、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負

担しなければならない。                                       

３ 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に

合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託

者の検査を受けなければならない。この場合においては、

必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前

２項の規定を適用する。                              

（契約代金の支払）                            

第29条 受託者は、前条第２項（同条第３項後段の規定によ

り適用される場合を含む。第３項において同じ。）の規定

による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を

請求することができる。      

２ 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その

日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければなら

ない。                                       

３ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第２項に規

定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した

日から検査をした日までの日数は、前項の期間（以下この

項において「約定期間」という。）の日数から差し引くも

のとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の

日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の

日数を超えた日において満了したものとみなす。 

（消費税等率変動に伴う契約代金額の変更） 

第29条の２ 消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正等

によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手

続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額と

する。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税

等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱い

に従うものとする。                     

（完了検査前の使用）                           

第30条 委託者は、第28条第２項の規定による検査前におい

ても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾

を得て使用することができる。                         

２ 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良

な管理者の注意をもって使用しなければならない。         

３ 委託者は、第１項の規定による使用により受託者に損害

を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。      

（前金払）                                  

第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払

を委託者に請求することができる。                      

（部分払及び部分検査）                         

第32条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部

分に相応する契約代金額について、次項以下に定めるとこ

ろにより、委託者に対して、部分払を請求することができ

る。    

２ 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定する

ところによる。                                 

３ 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじ

め、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を委託者

に請求しなければならない。                           

４ 委託者は、前項の規定による確認の請求があったときは、

当該請求を受けた日から起算して10日以内に、受託者の立

会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をす

るための検査を行わなければならない。この場合において、

検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、

委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ

いては、委託者が負担しなければならない。                       

５ 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に

合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託

者の検査を受けなければならない。この場合においては、

必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前

２項の規定を適用する。                              

６ 受託者は、第４項の規定による検査に合格したときは、

委託者に部分払を請求することができる。この場合におい

て、委託者は、当該請求があった日から起算して30日以内

に部分払金を支払わなければならない。                       

（部分払金の不払に対する契約の履行の中止）           

第33条  受託者は、委託者が前条の規定に基づく支払を遅延

し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわら

ず支払をしないときは、契約の履行の全部又は一部の履行

を一時中止することができる。この場合においては、受託

者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。              

２ 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止

した場合において、必要があると認められるときは履行期

間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者が契約の履行

の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具

等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に

伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼした

ときは必要な費用を負担しなければならない。                     

（契約不適合責任）                              

第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数
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量に関して契約の内容に適合しないもの（以下、「契約不

適合」という。） であるときは、受託者に対して当該契約

不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求め

ることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を

要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることが

できない。 

２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負

担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と

異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて

履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない

ときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減

額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金

の減額を請求することができる。 

 (1) 履行の追完が不能であるとき。 

 (2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示し

たとき。 

(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示に

より、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契

約をした目的を達することができない場合において、受

託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定

による催告をしても履行の追完を受ける見込みがない

ことが明らかであるとき。                                  

（委託者の催告による解除権）                               

第35条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期

間内に履行がないときは、この契約を解除することができ

る。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履

行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りではない。                

 (1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎ

ても着手しないとき。                        

 (2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は

履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了

する見込みが明らかにないと認められるとき。                        

 (3) 第９条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。 

 (4) 正当な理由なく、第34条第１項の履行の追完がなされ

ないとき又は同条第３項に規定する代金の減額がなされ

ないとき。 

 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（委託者の催告によらない解除権） 

第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。 

(1) 第４条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又

は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はそ

の権利を担保に供したとき。 

(2) この契約の履行の全部を完了させることができないこと

が明らかであるとき。 

(3) 受託者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を

明確に表示したとき。 

(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者

がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示

した場合において、残存する部分のみでは契約をした

目的を達することができないとき。 

(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の

日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目

的を達することができない場合において、受託者が履

行をしないでその時期を経過したとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行を

せず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を

達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明

らかであるとき。 

(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は

認可等を失ったとき。 

(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる

相当の理由があるとき。 

(9) 第39条又は第40条の規定によらないで契約の解除を申し

出たとき。 

(10) 受託者が第44条の２第１項各号のいずれかに該当した

とき。 

第36条の２ 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又

は回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、この契約を解除することができる。 

(1) 横浜市暴力団排除条例（平成23年12月横浜市条例第

51号。以下、本条において、「条例」という。）第２条

第２号に規定する暴力団（以下、「暴力団」という。）、

条例第２条第４号に規定する暴力団員等（以下、「暴力

団員等」という。）、条例第２条第５号に規定する暴力

団経営支配法人等又は条例第７条に規定する暴力団員

等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。 

(2) 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第

75号）第23条第１項又は第２項に違反している事実が

あるとき。 

(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、

原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方

が第１号又は第２号のいずれかに該当することを知り

ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

(4) 受託者が、この契約に関して、第１号又は第２号の

いずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料

の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（第

３号に該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対

して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなか

ったとき。 

(5) 受託者が、この契約に関して、第１号又は第２号の

いずれかに該当する者に契約代金債権を譲渡したとき。 

２ 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定は
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その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用

する。 

３ 第１項の規定により、委託者が契約を解除した場合に

おいては、受託者は、契約代金額の10分の１に相当する

額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。ただし、地方自治法第234条の３に基づく

長期継続契約においては、この条における契約代金額を、

契約代金の総額と読み替える。 

４ 前項の場合において、受託者が共同企業体であるとき

は、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならな

い。 

（委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第37条 第35条又は第36条各号に定める場合が委託者の責

めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、

前２条の規定による解除をすることができない。 

（委託者の任意解除権） 

第38条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第35条、

第36条及び第36条の２に規定する場合のほか、必要がある

ときは、この契約を解除することができる。                           

（受託者の催告による解除権）                               

第39条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相

当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行

がないときは、この契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約

及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りではない。   

（受託者の催告によらない解除権）       

第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

直ちにこの契約を解除することができる。 

 (1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金

額が３分の２以上増減（消費税等率の変動に伴う金額の

増減は含まない。）したとき。                

 (2) 第17条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間

の10分の５（履行期間の10分の５が６月を超えるときは、

６月）を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部

のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行

が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除さ

れないとき。                            

 (3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契

約の履行が不可能となったとき。 

２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に

おいて、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請

求することができる。             

（受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）  

第41条 第39条又は第40条各号に定める場合が受託者の責め

に帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二

条の規定による解除をすることができない。   

 （合意解除） 

第42条 委託者は、必要があると認めるときは、第35条から

前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、 

契約の全部又は一部を解除することができる。                            

（解除に伴う措置）                            

第43条 委託者は、第35条、第36条、第36条の２、第39条、

第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合

においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査

に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなけ

ればならない。この場合において、検査に直接要する費用

は、受託者の負担とする。                         

２ 前項の場合において、第31条の規定による前金払があっ

たときは、当該前払金の額（第32条の規定による部分払を

しているときは、その部分払において償却した前払金の額

を控除した額）を前項の契約の履行の完了部分に相応する

契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、

支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定

めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければ

ならない。                                       

(1) 解除が第35条、第    当該余剰金に、前払金の支  

 36条又は第36条の２   払の日から返還の日までの日 

の規定に基づくとき。  数に応じ、契約日における、 

 政府契約の支払遅延防止等に

関する法律（昭和 24 年法律第

256 号）第８条第１項の規定に

基づき財務大臣が決定する率

を乗じて計算した額（計算し

て求めた額の全額が 100 円未

満であるときは全額を、100 円

未満の端数があるときはその

端数を切り捨てるものとす

る。）の利息を付した額       

 (2) 解除が第38条、第    当該余剰額  

39条、第40条又は第 

42条の規定に基づく 

とき。    

３ 受託者は、この契約が解除になった場合において、支給

材料があるときは、第１項の契約の履行の完了部分の検査

に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返

還しなければならない。この場合において、当該支給材料

が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損した

とき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の

完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されていると

きは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返

還に代えてその損害を賠償しなければならない。                

４ 受託者は、この契約が解除になった場合において、貸与

品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければな

らない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又

は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返

還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に

復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ
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ばならない。 

５ 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行

場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その

他の物件（下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件

及び前２項の材料又は貸与品のうち委託者に返還しないも

のを含む。）があるときは、受託者は、当該物件を撤去す

るとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託

者に明け渡さなければならない。                                 

６ 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の

期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若し

くは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わ

って当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付

けを行うことができる。この場合においては、受託者は、

委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申

し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しく

は取片付けに要した費用を負担しなければならない。                      

７ 第３項前段又は第４項前段の規定により受託者が支給材

料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、

次の各号に定めるところによる。                     

 (1) 解除が第35条、第     委託者が定める。 

第36条又は第36条の 

２の規定に基づくと 

き。 

 (2) 解除が第38条、第      受託者が委託者の意見を聴 

  39条、第40条又は第    いて定める。 

  42条の規定に基づく 

とき。 

８ 第３項後段、第４項後段及び第５項の規定により受託者

が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託

者の意見を聴いて定めるものとする。 

（委託者の損害賠償請求等） 

第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する

場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することが

できる。 

 (1) 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約

の履行の全部を完了することができないとき 

 (2) この契約の履行の目的物に契約不適合があるとき 

(3) 第35条又は第36条の規定により、この契約が解除され

たとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行

をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 前項第１号の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に

応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関す

る法律施行令 （昭和31年政令第337号）第29条第１項に規

定する財務大臣が定める率（年当たりの割合は、閏(じゅ

ん)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。）

で計算した額を乗じて計算した額（計算して求めた額の全

額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があ

るときはその端数を切り捨てるものとする。）とする。こ

の場合において、委託者が認めた履行済部分に相応する契

約代金額は控除するものとする。ただし、全部の履行がな

されなければ契約の目的が達せられないときは、この限り

でない。なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由

による日数を控除したものとする。また、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第234条の３に基づく長期継続契約に

おいては、この条における契約代金額を、履行期間の始期

から履行期間の満了までの契約代金の総額（以下｢契約代

金の総額｣という。）と読み替える。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者

は、第１項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の１に

相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払

わなければならない。ただし、地方自治法第234条の３に

基づく長期継続契約においては、この条における契約代金

額を、契約代金の総額と読み替える。  

  (1) 第35条又は第36条の規定により契約の履行の全部の完

了前に契約が解除された場合 

  (2) 契約の履行の全部の完了前に、受託者がその債務の履

行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって

受託者の債務について履行不能となった場合 

４ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項

第２号に該当する場合とみなす。 

  (1) 受託者について破産法（平成16年法律第75号）の規定

による破産手続開始の決定があった場合において、同法の

規定により選任された破産管財人 

  (2) 受託者について会社更生法（平成14年法律第154号）

の規定による更生手続開始の決定があった場合において、

同法の規定により選任された管財人 

  (3) 受託者について民事再生法（平成11年法律第225号）

の規定による再生手続開始の決定があった場合において、

同法の規定により選任された再生債務者等 

５ 第１項及び第３項各号に定める場合（第４項の規定によ

り同項各号が第３項第２号に該当する場合とみなされる場

合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして

受託者の責めに帰することができない事由によるものであ

るときは、第１項及び第３項各号の規定は適用しない。 

（談合等不正行為に対する措置） 

第44条の２ 受託者は、この契約に関して、次の各号のいず

れかに該当するときは、該当した時点における契約代金額

の10分の２に相当する額を損害賠償金として委託者の指定

する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治

法第234条の３に基づく長期継続契約においては、この条

における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。 

(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以

下「独占禁止法」という。）第２条第２項の事業者団体（

以下「受託者等」という。）が、この契約について独占禁

止法第３条又は第８条第１号の規定に違反したとして、受

託者等に対する独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規
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定に基づく排除措置命令（以下「排除措置命令」という。

）又は独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の

３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金

の納付命令（以下「納付命令」という。）が確定したとき

（確定した納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定によ

り取り消されたときを含む。）。 

(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納

付命令（独占禁止法第63条第２項の規定により取り消され

たものを含む。次号において同じ。）により、受託者等が、

この契約について独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為があったとされたとき。 

(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に

独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為

があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分

野が示された場合（この契約が示された場合を除く。）に

おいて、当該期間にこの契約の入札（見積書の提出を含む。

）が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野

に該当するものであるとき。 

(4) 受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。

）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止

法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑

が確定したとき。 

２ 前項の規定は、この契約による業務が完了した後におい

ても同様とする。 

３ 第１項に規定する場合において、受託者が共同企業体で

あり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表

者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求するこ

とができる。この場合において、受託者の代表者であった

者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わ

なければならない。 

（受託者の損害賠償請求等） 

第45条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する

場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することが

できる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取

引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することがで

きない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(1) 第38条、第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除

されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をし

ないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 委託者の責めに帰すべき理由により、第29条又は第32条

の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受

託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日にお

ける、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年

法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決

定する率を乗じて計算した額（計算して求めた額の全額が 

100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数がある

ときはその端数を切り捨てるものとする。）の遅延利息の

支払を委託者に請求することができる。 

（契約不適合責任期間） 

第46条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に

適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委

託者がその不適合を知った時から１年以内にその旨を受託

者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由とし

て、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請

求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者

が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によっ

て知らなかったときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる

期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕

様書等の定めるところによる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求す

る損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委

託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行

う。 

４ 委託者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る

請求等が可能な期間（以下、この項「契約不適合期間」と

いう。）の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知

した場合において、委託者が通知から１年が経過する日ま

でに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間

の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 委託者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、

当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時

効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等を

することができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失

により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に

関する受託者の責任については、民法の定めるところによ

る。 

７ 第１項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支

給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであると

きは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をするこ

とができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適

当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、

この限りでない。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第47条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力

団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に

報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な

協力をしなければならない。 

２ 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期

間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間

に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期

間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定によ

り、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。 

３ 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員

等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を

直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄
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の警察署に提出しなければならない。 

４ 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるお

それがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わ

なければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると

認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期

間延長の請求を行うものとする。                        

（相殺）                                    

第48条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務を

この契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺

することができる。 

（概算契約） 

第49条 この契約書に概算契約である旨の記載がある契約（

以下この条において「概算契約」という。）にあっては、

設計図書記載の数量及び契約書記載の契約代金額は概算で

あり、増減することがある。この場合にあっては、本市が

支払う金額は、履行期間内の実際の履行数量に契約書又は

内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費

税相当額を加算した額とする。 

２ 概算契約においては、第44条中「契約代金額」は「履行

期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単

価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した

額」と読み替える。 

（補則） 

第50条 この約款に定めのない事項については、横浜市契約

規則（昭和39年３月横浜市規則第59号)(水道事業管理者の

権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程（平

成20年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替

えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限

に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程（平成20

年３月交通局規程第11号）第２条の規定により読み替えて

準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。）の

定めるところによるほか、必要に応じて、委託者と受託者

とが協議して定める。                                    

 

 



電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 

 

（情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 この特記事項（以下「特記事項」という。）は、委託契約約款

（以下「約款」という。）の特記条項として、電子計算機処理等（開発、

運用、保守及びデータ処理等をいう。）の委託契約に関する横浜市(以

下「委託者」という。)が保有する情報（非開示情報（横浜市の保有する

情報の公開に関する条例（平成12年２月横浜市条例第１号）第７条第

２項に規定する非開示情報をいう。以下同じ。）及び非開示情報以外

の情報をいう。以下同じ。）の取扱いについて、必要な事項を定めるも

のである。 

２ 情報を電子計算機処理等により取り扱う者（以下「受託者」という。）

は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するた

めの情報の取扱いにあたっては、委託者の業務に支障が生じることの

ないよう、情報を適正に取り扱わなければならない。 

（適正な管理） 

第２条 受託者は、この契約による業務に係る情報の漏えい、滅失、き

損及び改ざんの防止その他の情報の適正な管理のために必要な措

置を講じなければならない。 

２ 受託者は情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、情報の

適正な管理を実施する者として管理責任者を選定し、委託者に通知し

なければならない。 

３ 受託者は、第１項の目的を達成するため、電子計算機を設置する場

所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所（以下「作業場

所」という。）において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対

策を講じなければならない。 

４ 受託者は、委託業務に着手する前に前２項に定める安全対策及び

管理責任体制について委託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、第２項及び第３項に定める受託者の安全対策及び管理

責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、こ

れらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費

が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協

議して決定する。 

（従事者の監督） 

第３条 受託者は、この契約による業務に従事している者（以下「従事

者」という。）に対し、この契約による業務に関して知り得た非開示情報

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要か

つ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除

された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第４条 受託者は、この契約による業務を遂行するために情報を収集す

るときは、当該業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつ公

正な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用の禁止等） 

第５条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除

き、この契約による業務に係る情報を、当該業務を遂行する目的以外

の目的で利用してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除

き、この契約による業務を遂行するに当たって委託者から提供された、

非開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記

録（以下、「非開示資料等」という。）を複写し、又は複製してはならな

い。ただし、契約による業務を効率的に処理するため受託者の管理下

において使用する場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合は、受託者は、複写又は複製した資料の名称、

数量、その他委託者が指定する項目について、速やかに委託者に報

告しなければならない。 

（作業場所の外への持出禁止） 

第７条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除

き、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は

受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を作業場所

の外へ持ち出してはならない。 

（再委託の禁止等） 

第８条 受託者は、この契約による業務を遂行するために得た非開示情

報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、

あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の規定により非開示情報を取り扱う業務を

再委託する場合は、当該再委託を受けた者（以下「再受託者」という。）

の当該業務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負

うとともに、第１条第２項に定める基本的な情報の取扱いを再受託者に

対して課し、あわせて第２条の規定を再受託者に遵守させるために必

要な措置を講じなければならない。 

３ 受託者は、前項の再委託を行う場合は、受託者及び再受託者が特

記事項を遵守するために必要な事項及び委託者が指示する事項を再

受託者と約定しなければならない。 

４ 受託者は、再受託者に対し、当該再委託による業務を遂行するため

に得た非開示情報を更なる委託等により第三者に取り扱わせることを

禁止し、その旨を再受託者と約定しなければならない。 

（非開示資料等の返還） 

第９条 受託者は、この契約による業務を遂行するために委託者から貸

与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料

等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該

方法によるものとする。 

２ 前項ただし書の場合において、委託者が当該非開示資料等の廃棄

を指示した場合、廃棄方法は焼却、シュレッダー等による裁断、復元

困難な消去等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法に

よらなければならない。 

３ 第１項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内

に情報を返還せず、又は廃棄しないときは、委託者は、受託者に代わ

って当該情報を回収し、又は廃棄することができる。この場合におい

て、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることが

できず、委託者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならな

い。 

（報告及び検査） 

第10条 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、受託者に対

して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を

求めることができる。 

２ 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状

況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査するこ

とができる。 

３ 前２項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託

者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用

を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。 

（事故発生時等における報告） 

第11条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託

者がこの契約による業務のために収集した情報について、火災その他

の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被

害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそ

れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示

に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同

様とする。 

（引渡し） 

第12条 受託者は、約款第28条第２項の規定による検査（以下「検査」と

いう。）に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添

えて委託者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時を

もって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。 

（契約の解除及び損害の賠償） 

第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及

び損害賠償の請求をすることができる。 

(1) この契約による業務を遂行するために受託者又は再受託者が取り

扱う非開示情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理

由による漏えい、滅失、き損及び改ざんがあったとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、この契約による業

務の目的を達成することができないと認められるとき。 

２ 委託者は、受託者が特記事項前条の規定による検査に不合格となっ

たときは、この契約を解除することができる。 

（著作権等の取扱い） 

第14条 この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いについ

ては、約款第５条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによ

る。 

(1) 受託者は、著作権法（昭和45年法律第48号）第21条（複製権）、第

26条の３（貸与権）、第27条（翻訳権、翻案権等）及び第28条（第二

次著作物の利用に関する原著作者の権利）に規定する権利を、目

的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。 

(2) 委託者は、著作権法第20条（同一性保持権）第２項第３号又は第４

号に該当しない場合においても、その使用のために、この契約によ

り作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できる

ものとする。 

(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権

法第18条（公表権）及び第19条（氏名表示権）を行使することができ

ないものとする。 

(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作

権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者

は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の

目的物を使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用を

無償で許諾するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段

の定めをした場合には、その図書の定めに従うものとする。 

３ 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特

許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただ

し、委託者の責に帰すべき事由を起因として権利侵害となる場合は、

この限りではない。 

 



個人情報取扱特記事項 

 

（平成27年10月） 

 

 （個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの契約において個人情報（特定個人情報を含む。

以下同じ。）を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情報の保護の重要性を認

識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情

報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等（特定個人情報を取り扱わせる

者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及

び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に

関する条例を含む。以下同じ。）を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人

情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （適正な管理） 

第２条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防

止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委

託者に通知しなければならない。 

３ 受託者は、第１項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管す

る場所（以下「作業場所」という。）において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対

策を講じなければならない。 

４ 受託者は、委託業務に着手する前に前２項に定める安全対策及び管理責任体制について委

託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、第２項及び第３項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者

が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、

措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協

議して決定する。 

 （従事者の監督） 

第３条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務

に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要

かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても

同様とする。 

 （収集の制限） 

第４条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事

務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 （目的外利用の禁止等） 

第５条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人

情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。 

 （複写、複製の禁止） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事

務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、

フィルム及び電磁的記録（以下「資料等」という。）を複写し、又は複製してはならない。た

だし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りでは

ない。 

（作業場所の外への持出禁止） 

第７条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事

務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した

個人情報が記録された資料等（複写及び複製したものを含む。）について、作業場所の外へ持



ち出してはならない。 

（再委託の禁止等） 

第８条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、

第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場

合はこの限りではない。 

２ 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者（以下「再受託

者」という。）に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者

に対しすべての責任を負うものとする。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受

託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項につ

いて、再受託者と約定しなければならない。 

４ 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者が

この契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせるこ

とを例外なく禁止しなければならない。 

 （資料等の返還） 

第９条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が

収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又

は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指

示したときは、当該方法によるものとする。 

 （報告及び検査） 

第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に

対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 

２ 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の

状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。 

３ 前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担と

する。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者が

これを負担しなければならない。 

 （事故発生時等における報告） 

第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるお

それがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （研修の実施及び誓約書の提出） 

第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに

従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等

に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約

書（様式１）及び研修実施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再

受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書（様式１）及び

研修実施報告書（様式２）を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書（様

式１）及び研修実施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をす

ることができる。 

 (1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、

受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成す

ることができないと認められるとき。 



（様式１） 

個人情報保護に関する誓約書 

（提出先） 

横浜市長  

 

 横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべ

き事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づ

く罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。 

 横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱

特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。 

 

研修受講日 所    属 担 当 業 務 
氏    名 

（自署又は記名押印） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（Ａ４）  

 



（様式２）  

（Ａ４） 

 

 年 月 日 

（提出先） 

横浜市長  

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書 

 

横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に

従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対

し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市

個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関す

る法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての

研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書

（様式１）（全  枚）のとおり提出いたします。 

引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきま

す。 
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